
   防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業補助金交付要綱  

                   平成２４年４月２日制定  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めるもののほか、防府市たまねぎ長期・

安定出荷支援対策事業補助金の交付について、必要な事項を定める

ものとする。 

 （補助金の交付対象及び補助率）  

第２条 市長は、予算の範囲内で、別表事業主体の欄に掲げる者（以

下「事業主体」という。）が行う事業に要する経費について補助金を

交付する。 

２ 前項の規定による事業に要する経費及び当該経費に対する補助率

は、別表に定めるとおりとする。  

 （補助金の交付申請）  

第３条 前条第１項の規定による補助金の交付の申請をしようとする

事業主体は、補助金交付申請書（第１号様式）を、市長が定める期

日までに市長に提出しなければならない。  

 （補助金の交付決定）  

第４条 市長は、前条第１項の補助金交付申請書の提出があった場合

において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当である

と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を事業主体に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、

必要と認めるときは、条件を付すことができる。  

 （補助事業変更の承認）  

第５条 事業主体は別表の重要な変更の欄に掲げる変更を加えようと

するときは、補助金変更承認申請書（第２号様式）を市長に提出し

なければならない。  

２ 市長は前項の補助金変更承認申請書の提出があり、その内容につ

いて適正であると認めるときは、その旨事業主体に通知するものと

する。 



 （申請の取下げ） 

第６条 第４条第１項の規定による通知を受けた事業主体は、当該通

知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服が

あるときは、当該通知を受けた日から起算して２０日以内に当該申

請を取り下げることができる。  

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る

補助金の交付の決定はなかったものとみなす。  

 （事業の中止又は廃止）  

第７条 事業主体は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、

あらかじめその理由及び事業の遂行状況を市長に届け出て、その指

示を受けなければならない。  

 （概算払請求） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、第４条第１項の規定に

よる通知に係る金額の範囲内で、概算払により補助金を交付するこ

とができる。 

２ 事業主体は、概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、

補助金概算払請求書（第３号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 （事業完了） 

第９条 事業主体は、事業を完了したときは、完了した日から起算し

て２０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年

度の３月３１日のいずれか早い日までに、事業実績報告書（第４号

様式）を市長に提出しなければならない。  

 （補助金の額の確定） 

第10条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があった場合におい

て、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査の結果、適当で

あると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を事

業主体に通知するものとする。  

 （補助金の交付） 

第11条 前条の規定により通知を受けた事業主体は、補助金の交付を



受けようとするときは、補助金精算払請求書（第３号様式）を市長

に提出しなければならない。  

 （他の用途への使用禁止）  

第12条 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助金を他の用途に

使用してはならない。  

 （報告及び検査等）  

第13条 市長は、必要があると認めるときは、事業主体に対し報告を

求め、第１５条の規定による帳簿その他関係書類若しくは事業の施

行状況を検査し、又は事業の施行上必要な指示をすることができる。 

 （補助金の交付決定の取消し等）  

第14条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

 (１) この要綱に違反したとき。  

 (２) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。  

 (３) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。  

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合

において、当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているとき

は、当該事業主体に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものと

する。 

３ 市長は、事業主体に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金が概算払いにより交付されていると

きは、当該事業主体に対し、期限を定めて、その超える額に相当す

る額の返還を命ずるものとする。  

 （区分経理） 

第15条 事業主体は、当該補助事業に係る会計と他の補助事業に係る

会計を区分して経理を行うものとする。  

 （関係書類の整備）  

第16条 事業主体は、事業の施行状況及び当該事業に係る収支につい

て一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、補助事

業完了の年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 



 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  
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第１号様式  

 

    年度防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業補助金  

交付申請書  

 

                        第     号  

                        年  月  日  

 

（宛先）防府市長  

 

             所 在 地  

             団 体 名  

             代表者氏名            

 

     年度防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業を下記の

とおり実施したいので、防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業

交付要綱第３条の規定に基づき、補助金        円の交付を申

請します。  

記  

１ 補助事業の目的  

 

 

２ 補助事業の内容  

事  業  名  
補助金額

（円）  
事  業  内  容  

 

 

  

 

３ 事業計画  

   （別に定める様式に従って記入すること。）  



 

４ 補助事業の経費配分及び負担区分  

                          （単位：円）  

事 業 名  総事業費  
負担区分  

市  その他  

 

 
   

 

５ 収支予算  

 （１）収入の部  

                         （単位：円）  

区 分  
本年度  

予算額  

前年度  

予算額  

比較増減  
備   考  

増  減  

市 費  

補助金  
     

合   計       

 

 （２）支出の部  

                         （単位：円）  

区 分  
本年度  

予算額  

前年度  

予算額  

比較増減  
備   考  

増  減  

 

 
     

合   計       

 

６ 事業完了予定年月日  

       年  月  日  



第２号様式  

 

    年度防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業補助金  

変更承認申請書  

                        第     号  

                        年  月  日  

 

（宛先）防府市長  

 

             所  在  地  

             団  体  名  

             代表者氏名            

 

     年  月  日付け指令   第   号で補助金交付決定

通知のあった、防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業の実施に

ついては、下記のとおり変更したいので、防府市たまねぎ長期・安定

出荷支援対策事業交付要綱第５条第１項に基づき、関係書類を添えて

申請します。  

記  

１ 補助事業の目的  

 

 

２ 補助事業の内容  

事  業  名  
補助金額

（円）  
事  業  内  容  

 

 

  

 

３ 事業計画  

   （別に定める様式に従って記入すること。）  



４ 補助事業の経費配分及び負担区分  

                          （単位：円）  

事 業 名  総事業費  
負担区分  

市  その他  

 

 
   

 

５ 収支予算  

 （１）収入の部  

                         （単位：円）  

区 分  
本年度  

予算額  

前年度  

予算額  

比較増減  
備 考  

増  減  

市 費  

補助金  
     

合   計       

 

 （２）支出の部  

                         （単位：円）  

区 分  
本年度  

予算額  

前年度  

予算額  

比較増減  
備 考  

増  減  

 

 
     

合 計       

 

６ 事業完了予定年月日  

       年  月  日  

※関係書類は、補助金等の交付決定通知がなされた事業内容及び経費

の配分を、比較対照できるよう両者を二段書きすること。  



第３号様式  

  

    年度防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業補助金  

概算払（精算払）請求書  

                        第     号  

                        年  月  日  

  

（宛先）防府市長  

  

             所 在 地  

             団 体 名  

             代表者氏名            

 

     年  月  日付け指令  第   号で交付決定（確定）

通知のあった補助金について、防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対

策事業交付要綱第８条（第１１条）の規定に基づき、下記のとおり概

算払（精算払）により交付されるよう請求します。  

 

記  

  

事業名  事業費  
市  費  

補助金  
既受領額  

今  回  

請求額  
残額  

たまねぎ長期・

安定出荷支援対

策事業  

     

  

振込先  

振 込 先  

金融機関名  

 
   銀行・信用金庫・労働金庫・  

   農協・漁協・信用組合  

    支店・店・支所・出張所  

口座番号･種別         
１ :普通  ２ :当座  

３：その他（    ）  

口座名義  

カタカナで記入願います  

 

 

 



第４号様式  

 

    年度防府市たまねぎ長期・安定出荷支援対策事業補助金  

実績報告書  

                        第     号  

                        年  月  日  

 

（宛先）防府市長  

 

             所 在 地  

             団 体 名  

             代表者氏名            

 

     年  月  日付け指令   第   号の補助金交付決定

通知に基づき、下記のとおり事業を実施したので、防府市たまねぎ長

期・安定出荷支援対策事業交付要綱第９条の規定に基づき、その実績

を報告します。 

記  

 

１ 補助事業の目的  

 

 

２ 補助事業の内容  

事  業  名  
補助金額

（円）  
事  業  内  容  

 

 

  

 

３ 事業実績  

   （別に定める様式に従って記入すること。）  



 

４ 補助事業の経費配分及び負担区分  

                          （単位：円）  

事 業 名  総事業費  
負担区分  

市  その他  

 

 
   

 

５ 収支精算  

 （１）収入の部  

                         （単位：円）  

区 分  
本年度  

精算額  

前年度  

予算額  

比較増減  
備 考  

増  減  

市 費  

補助金  
     

合 計       

 

 （２）支出の部  

                         （単位：円）  

区 分  
本年度  

予算額  

前年度  

予算額  

比較増減  
備 考  

増  減  

 

 
     

合 計       

 

６ 事業完了年月日  

       年  月  日  

※ 支出の内容が判る証拠書類の写しを添付すること。  


